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規

則

青
森
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
九
号

青
森
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
五
十
一
年
五
月
青
森
県
規
則
第
四
十
六
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

条
例
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
期
間
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
許

可
の
期
間
の
更
新
に
係
る
許
可
の
期
間
が
満
了
す
る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
屋
外
広
告
物
等
許

可
期
間
更
新
申
請
書

(

第
二
号
様
式)

正
副
二
通
に
当
該
許
可
の
期
間
の
更
新
に
係
る
広
告
物
又

は
掲
出
物
件
の
カ
ラ
ー
写
真

(

当
該
許
可
の
期
間
の
更
新
の
申
請
前
一
月
以
内
に
撮
影
し
た
も
の

で
、
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た
も
の)

を
添
付
し
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
の
見
出
し
を

｢
(

変
更
等)

｣

に
改
め
、
同
条
中

｢

第
二
号
様
式｣

を

｢

第
三
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
又
は
改
造
は
、
広
告
物
又
は
掲
出
物
件

の
表
示
内
容
、
形
状
、
色
彩
又
は
意
匠
に
変
更
を
加
え
な
い
程
度
の
塗
り
替
え
、
補
強
又
は
修
繕

と
す
る
。

第
八
条
中

｢

基
準
は
、｣

の
下
に

｢

条
例
第
六
条
及
び
第
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
並
び

に
当
該
許
可
に
係
る
条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は｣

を
、

｢

掲
げ
る
と
お
り｣

の
下
に

｢

と
し
、
条
例
第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
及
び
当
該
許
可
に

係
る
条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
別
表
第
四
に
掲
げ
る
と

お
り｣

を
加
え
る
。

第
九
条
中

｢

第
三
号
様
式｣

を

｢

第
四
号
様
式｣

に
、

｢

第
四
号
様
式｣

を

｢

第
五
号
様
式｣

に

改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

条
例
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
期
間
の
更
新
を
受
け
た
者
が
条
例
第
十
三
条
の
規

定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
当
該
許
可
の
期
間
の
更
新
後
の
許
可
期
限
が
表
示
さ
れ
た
許
可
の
証
票

は
、
当
該
許
可
の
期
間
の
更
新
前
の
許
可
の
期
間
が
満
了
す
る
日
ま
で
に
、
当
該
許
可
の
期
間
の

更
新
に
係
る
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
に
貼
る
も
の
と
す
る
。

第
十
条
第
一
項
中

｢

第
五
号
様
式｣

を

｢

第
六
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

第
六
号
様

式｣

を｢

第
七
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

第
七
号
様
式｣

を｢

第
八
号
様
式｣

に
改
め
、

同
条
第
四
項
中

｢

第
八
号
様
式｣

を

｢

第
九
号
様
式｣

に
改
め
る
。

第
十
一
条
中

｢

第
九
号
様
式｣

を

｢

第
十
号
様
式｣

に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中

｢

第
十
号
様
式｣

を

｢

第
十
一
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

第
十

一
号
様
式｣

を

｢

第
十
二
号
様
式｣

に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中

｢

第
十
二
号
様
式｣

を

｢

第
十
三
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

第

十
三
号
様
式｣

を

｢

第
十
四
号
様
式｣

に
改
め
る
。

第
十
四
条
中

｢

第
十
四
号
様
式｣

を

｢

第
十
五
号
様
式｣

に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中

｢

第
十
五
号
様
式｣

を

｢

第
十
六
号
様
式｣

に
改
め
る
。

第
十
六
条
中

｢
第
十
六
号
様
式｣

を

｢

第
十
七
号
様
式｣

に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
二
項
中

｢

第
十
七
号
様
式｣

を

｢

第
十
八
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢

第

十
八
号
様
式｣

を

｢

第
十
九
号
様
式｣

に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
二
項
中

｢
第
十
九
号
様
式｣

を

｢

第
二
十
号
様
式｣

に
改
め
る
。

…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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第
二
十
条
第
二
項
中

｢

第
二
十
号
様
式｣

を

｢

第
二
十
一
号
様
式｣

に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
三
項
中

｢

第
二
十
一
号
様
式｣

を

｢

第
二
十
二
号
様
式｣

に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
中

｢

第
二
十
二
号
様
式｣

を

｢

第
二
十
三
号
様
式｣

に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
中

｢

第
二
十
三
号
様
式｣

を

｢

第
二
十
四
号
様
式｣

に
改
め
る
。

別
表
第
三
広
告
板

(

屋
上
に
設
置
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。)

の
項
第
三
号
及
び
広
告
塔

(

屋
上
に

設
置
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。)

の
項
第
二
号
中

｢

表
示
面
が
道
路
又
は
鉄
道
等
か
ら
展
望
で
き
る
野

立
広
告
物
の
道
路
又
は
鉄
道
等
か
ら
の
距
離
及
び
野
立
広
告
物
相
互
間
の
距
離
を
そ
れ
ぞ
れ
百
メ
ー

ト
ル
以
上
と
す
る｣

を

｢
同
一
の
内
容
を
表
示
す
る
広
告
物

(

自
己
の
氏
名
、
名
称
、
店
名
若
し
く

は
商
標
又
は
自
己
の
事
業
若
し
く
は
営
業
の
内
容
を
表
示
す
る
た
め
、
自
己
の
住
所
又
は
事
業
所
、

営
業
所
若
し
く
は
作
業
場
に
表
示
す
る
も
の
を
除
く
。)

相
互
間
の
距
離
は
、
百
メ
ー
ト
ル
以
上
離

す｣

に
改
め
、
同
表
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
四

(

第
八
条
関
係)

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

１

観
光
地
の
案
内
図
板
、
町
内
案
内
図
板
及
び
駅
前
案
内
図
板
並
び
に
名
所
、
旧
跡
、
史
跡
等

の
説
明
板
並
び
に
公
共
掲
示
板
で
、
別
表
第
三
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

自
己
の
事
業
所
、
営
業
所
又
は
作
業
場

(

以
下

｢

事
業
所
等｣

と
い
う
。)

の
名
称
及
び
方

向
並
び
に
事
業
所
等
ま
で
の
距
離
の
み
を
表
示
し
た
広
告
物
で
、
別
表
第
三
に
定
め
る
基
準

(

表
示
面
積
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

及
び
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

�

表
示
面
積
は
、
二
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
は
り
紙
及
び
は
り
札
等

に
あ
つ
て
は
、
一
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

�

個
数
は
、
事
業
所
等
に
至
る
道
路
の
状
況
に
よ
り
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、

一
の
事
業
所
等
に
つ
き
四
以
下
で
あ
る
こ
と
。

第
二
十
三
号
様
式
を
第
二
十
四
号
様
式
と
し
、
第
二
号
様
式
か
ら
第
二
十
二
号
様
式
ま
で
を
一
様

式
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
条
、
別
表
第
三
及
び

別
表
第
四
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
四
号

昭
和
五
十
一
年
六
月
十
九
日
青
森
県
告
示
第
四
百
六
十
一
号

(

青
森
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
規
定

に
よ
る
禁
止
区
域
等
の
指
定)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
一
号
３
の
�
中

｢

県
道
天
間
館
馬
屋
尻
線｣

を

｢
県
道
後
平
馬
屋
尻
線｣

に
改
め
、
同
号
４
の

�
中

｢

百
石
道
路｣

を

｢

八
戸
南
道
路
、
百
石
道
路
及
び
上
北
道
路｣

に
改
め
る
。

第
二
号
１
中｢

青
森
都
市
計
画
区
域｣

を｢

平
内
都
市
計
画
区
域｣
に
改
め
、
同
号
中
２
を
削
り
、

３
を
２
と
し
、
４
を
削
り
、
５
を
３
と
す
る
。

第
三
号
１
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

１

条
例
第
六
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
区
間

次
に
掲
げ
る
道
路
の
区
間

(

条
例
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
禁
止
区
域
を
除
く
。)

�

一
般
国
道
の
全
路
線

�

県
道
の
全
路
線

�

市
道
伝
法
寺
北
線

�

市
道
伝
法
寺
藤
島
線

�

村
道
石
持
砂
子
又
線

(

村
道
里
線
交
点

(

下
北
郡
東
通
村
大
字
砂
子
又
字
桑
原
山
一
の
九

〇)

か
ら
一
般
国
道
三
百
三
十
八
号
交
点
ま
で
の
区
間
に
限
る
。)

�

村
道
里
線

	

村
道
柏
木
山
線




村
道
沢
内
線

第
三
号
２
中
�
を
削
り
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
す
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
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日
発
行
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